
令和元年度市民後見推進事業

令和２年３月３日（火）

第3部パネルトーク

「市民後見人の活動の実際－あなたにできる地域貢献」

市民後見人 飯田美湖氏 虎岩いづみ氏

市民後見監督人 石井友子（尾張東部権利擁護支援センター相談員）

コメンテーター 弁護士 井上計雄氏

オブザーバー 名古屋家庭裁判所家事次席書記官 笠松麻理子氏

コーディネーター 尾張東部権利擁護支援センター長 住田 敦子



特定非営利活動法人 尾張東部成年後見センター
設置主体（５市１町）

平成３１年４月現在

平成23年10月開設

５市１町
人口合計 ４７５，３１２人

① 職員数 ９人

センター長（専門相談員兼務）

専門相談員 7人 （社会福祉士）

事務員 2人（支援員兼務）
② 事業内容

広報啓発・相談・人材育成
法人後見

・瀬戸市・尾張旭市・豊明市
・日進市・長久手市・東郷町



市民後見人等養成の取り組み

１目的

権利擁護の担い手と地域福祉の向上

２市民後見人の定義

市民後見人とは家庭裁判所から成年後見人等とし
て選任された一般市民のことであり、専門職による
養成と活動支援を受けながら市民としての特性を活
かした後見活動を地域における第三者後見人の立場
で展開する権利擁護の担い手のことである。



市民後見人のめざす姿

①本人のための権利擁護活動を社会貢献として行
うこと

②市民または町民として市町における後見等の業
務を適正に担う人材であること

③後見人等としての必要な知識、技術、社会規範、
倫理性を備えていること

④市町が開催する研修を修了し、所定の登録をし
ていること

⑤尾張東部成年後見センターの推薦により、家庭
裁判所から後見人等の選任を受けることができ
ること

⑥市町による支援のもと、後見等の業務を行う人
であること



市民後見人の受任要件

項目 本人の状況

資産状況
高額な財産は所有せず、また多額の債務もないもの
不動産処分を伴わない事案

居住状況 安定的居住（在宅・施設）が確保されているもの

生活状況 身上監護上、困難性がなく、見守りが中心なもの

親族状況 親族がいる場合には、親族間の紛争等がないもの

支援体制 介護サービスなど本人を支援する体制が構築されているもの

その他
虐待や権利侵害など急迫した事情を有しない
地域からの後見活動が可能な事案



２ 市民後見推進事業
市民後見人養成研修の流れ
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被後見人等状況（Ｈ28.1～Ｒ2.1）
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受任中 4 2 1 3 0 1 11

死亡 2 2 0 0 0 0 4

市民後見人以外に交代 1 0 0 0 0 0 1

累計 7 4 1 3 0 1 16



市民後見人養成と支援

養成
就任
支援

活動
支援

フォロー
アップ

※行政と家庭裁判
所との連携

行政からの委託＝養成から活動支援までセンターとの協働実施

※研修講師担当

※庁内、
金融機関への周知

※研修受講
報告会への参加

※行政の役割

検討委員会

※ 全体の
仕組み作り



第1期市民後見人養成



第2期 市民後見人養成

オリエン
テーション

グループワーク

第2次およびバンク登録選考

養成研修


